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報告第  17 号  

 

市長専決処分の報告について  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第 1 項の規定により、議会

において指定されている下記事項について、別紙のとおり専決処分したから、同

条第２項の規定により報告する。  

記  

 

変更契約の締結について  

 

  平成２７年１２月７日提出                                                                   

生駒市長  小  紫  雅  史  
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専第  11 号  

 

専   決   処   分   書  

 

変更契約の締結について  

 

議会の議決を経て締結した契約の変更契約の締結について、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第１８０条第 1 項の規定に基づき、議会の議決により指定

された市長の専決処分事項について、下記のとおり専決処分する。  

記  

１  契 約 の 目 的  桜ヶ丘小学校老朽化対策工事（南棟・屋内運動場）  

２  契 約 の 方 法  事後審査型条件付一般競争入札  

３  契 約 金 額 

( 1)  変更前   ２９０，３０４，０００円  

( 2)   変更後   ３１１，０２３，８００円  

４  契約の相手方  奈良市三条大路１丁目１番４８号  

中村建設株式会社  

代表取締役  中  村  光  良  

５  工 期   契約の日から平成２７年１０月１５日まで  

 

  平成２７年１０月９日                  

                    生駒市長  小  紫  雅  史  
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報告第  18 号  

 

市長専決処分の報告について  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第 1 項の規定により、議会

において指定されている下記事項について、別紙のとおり専決処分したから、同

条第２項の規定により報告する。  

記  

 

変更契約の締結について  

 

  平成２７年１２月７日提出                                                                   

生駒市長  小  紫  雅  史  
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専第  12 号  

 

専   決   処   分   書  

 

変更契約の締結について  

 

議会の議決を経て締結した契約の変更契約の締結について、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第１８０条第 1 項の規定に基づき、議会の議決により指定

された市長の専決処分事項について、下記のとおり専決処分する。  

記  

１  契 約 の 目 的  鹿ノ台中学校スーパーエコスクール校舎（北館）改修工事  

２  契 約 の 方 法  事後審査型条件付一般競争入札  

３  契 約 金 額 

( 1)  変更前   １６９，５６０，０００円  

( 2)   変更後   １７４，０９９，２４０円  

４  契約の相手方  天理市蔵之庄町４９番地１  

株式会社  米杉建設  

代表取締役  米  杉  伸  喜  

５  工 期   契約の日から平成２７年１０月１５日まで  

 

  平成２７年１０月１４日                  

                    生駒市長  小  紫  雅  史  
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議案第  87 号  

 

平成２７年度生駒市一般会計補正予算（第３回）  

 

平成２７年度生駒市の一般会計の補正予算（第３回）は、次に定めるところに

よる。  

（歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３６０，８０１千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３７，８００，７５６千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  

（繰越明許費の補正）  

第２条  繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。  

（債務負担行為の補正）  

第３条  債務負担行為の追加は、「第３表債務負担行為補正」による。  

 

平成２７年１２月７日提出          

                      生駒市長  小  紫  雅  史  
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第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
［単位　千円］

款 項 補正前の額 補  正  額     計    

14 国庫支出金     5,028,637        29,453     5,058,090

 1 国庫負担金     4,089,456        29,011     4,118,467

 2 国庫補助金       915,129           442       915,571

15 県支出金     2,382,847        18,805     2,401,652

 1 県負担金     1,495,549        14,505     1,510,054

 2 県補助金       629,769         4,300       634,069

17 寄附金        53,376        57,381       110,757

 1 寄附金        53,376        57,381       110,757

19 繰越金     1,460,129       255,162     1,715,291

 1 繰越金     1,460,129       255,162     1,715,291

歳     入     合     計    37,439,955       360,801    37,800,756
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歳 出
［単位　千円］

款 項 補正前の額 補  正  額     計    

 1 議会費       395,651        10,474       406,125

 1 議会費       395,651        10,474       406,125

 2 総務費     5,557,743        64,019     5,621,762

 1 総務管理費     4,502,416           -78     4,502,338

 2 徴税費       544,420        57,636       602,056

 3 戸籍住民基本台帳費       276,493         4,825       281,318

 4 選挙費       141,156         1,636       142,792

 3 民生費    13,891,250        83,389    13,974,639

 1 社会福祉費     5,465,020         6,788     5,471,808

 2 児童福祉費     6,030,333        76,601     6,106,934

 4 衛生費     3,978,696       -33,473     3,945,223

 1 保健衛生費     1,738,774       -17,963     1,720,811

 2 清掃費     2,239,922       -15,510     2,224,412

 5 産業経済費       370,756        15,258       386,014

 1 農業費       156,371        15,258       171,629

 6 土木費     3,583,378       105,344     3,688,722

 1 土木管理費       314,548        -4,992       309,556

 2 道路橋梁及び河川費     1,251,128          -997     1,250,131
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［単位　千円］

款 項 補正前の額 補  正  額     計    

 4 住宅費        76,863         1,676        78,539

 5 下水道費       868,489       109,657       978,146

 8 教育費     4,913,730       115,790     5,029,520

 2 小学校費       883,678         7,776       891,454

 3 中学校費       292,067         7,776       299,843

 5 社会教育費       981,561       100,238     1,081,799

歳     出     合     計    37,439,955       360,801    37,800,756
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追加 [単位　千円]

総 務 費
戸 籍 住 民
基 本 台 帳 費

コ ン ビ ニ 交 付 事 業 １，６２０

第　２　表　繰　越　明　許　費　補　正

款

生 活 道 路 安 全 対 策 事 業 ７，９００

項

７，７７６

事　業　名 金　　額

土 木 費
道 路 橋 梁
及 び 河 川 費

中 学 校 費

社 会 教 育 費 生 涯 学 習 施 設 整 備 事 業 １０１，７２９

教 育 費

小 学 校 費 小 学 校 施 設 整 備 事 業 ７，７７６

中 学 校 施 設 整 備 事 業
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円
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分
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議案第  88 号  

 

平成２７年度生駒市国民健康保険特別会計補正予算（第２回）  

 

平成２７年度生駒市の国民健康保険特別会計の補正予算（第２回）は、次に定

めるところによる。  

（歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５２，０３７千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２，９２８，０９２千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  

 

平成２７年１２月７日提出          

                      生駒市長  小  紫  雅  史  
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議案第  89 号  

 

平成２７年度生駒市下水道事業特別会計補正予算（第１回）  

 

平成２７年度生駒市の下水道事業特別会計の補正予算（第１回）は、次に定め

るところによる。  

（歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０９，６５７千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，７０７，５５０千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  

 （繰越明許費）  

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により

翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表繰越明許費」による。 

  

平成２７年１２月７日提出          

                      生駒市長  小  紫  雅  史  
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[単位　千円]

下 水 道 費 公 共 下 水 道 管 渠 整 備 事 業

第　２　表　繰　越　明　許　費

項款 金　　額事　業　名

２８０，０００下 水 道 費
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議案第  90 号  

 

平成２７年度生駒市自動車駐車場事業特別会計補正予算（第１回）  

 

平成２７年度生駒市の自動車駐車場事業特別会計の補正予算（第１回）は、次

に定めるところによる。  

 （債務負担行為の補正）  

第１条  債務負担行為の変更は、「第１表債務負担行為補正」による。  

  

平成２７年１２月７日提出          

                      生駒市長  小  紫  雅  史  
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変更 ［単位　千円］

第　１　表　債　務　負　担　行　為　補　正

平成２７年度から
平成３２年度まで

１７８，０１５

補　　　　　正　　　　　前

生 駒 駅 南 ・
生駒駅北地下
自動車駐車場
指定管理業務

２６９，０９２
生駒駅北地下
自動車駐車場
指定管理業務

平成２７年度から
平成３２年度まで

限　度　額

補　　　　　正　　　　　後

事　　　　項 限　度　額 事　　　　　　項 期　　間期　　間

- 33 -



議案第  91 号  

 

生駒市個人番号利用条例の制定について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２７年１２月７日            

生駒市長  小  紫  雅  史    

 

生駒市個人番号利用条例  

（趣旨）  

第１条  この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「法」という｡)第９条第２項

の規定に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条  この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。  

（個人番号の利用範囲）  

第３条  本市の執行機関は、法第９条第１項の規定により個人番号を利用するこ

とができる事務（以下「法定利用事務」という｡)のほか、別表の右欄に掲げる

事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的

に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができ

る。  

２  本市の執行機関は、別表の右欄に掲げる事務を処理するために必要な限度

で、規則で定める特定個人情報であって自らが保有するものを利用することが

できる。ただし、法の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して他
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の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる

場合は、この限りでない。  

３  本市の執行機関は、法定利用事務を処理するために必要な限度で、法別表第

２の第２欄に掲げる事務の区分に応じて同表の第４欄に掲げる特定個人情報又

は規則で定める特定個人情報であって、自らが保有するものを利用することが

できる。ただし、法の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して他

の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる

場合は、この限りでない。  

４  前２項の規定により特定個人情報を利用した場合において、他の条例、規則

その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の

提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。  

（委任）  

第４条  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

附  則  

この条例は、平成２８年１月１日から施行する。ただし、第３条第２項ただし

書及び第３項ただし書の規定は、法附則第１条第５号に掲げる規定の施行の日か

ら施行する。  
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別表（第３条関係）  

執行機関  事   務  

１  市長  生駒市心身障害者医療費助成条例（昭和４７年３月生駒市

条例第２号）による医療費の助成に関する事務であって規則

で定めるもの  

２  市長  生駒市子ども医療費助成条例（昭和４８年１０月生駒市条

例第２７号）による医療費の助成に関する事務であって規則

で定めるもの  

３  市長  生駒市ひとり親家庭等医療費助成条例（昭和５３年９月生

駒市条例第３１号）による医療費の助成に関する事務であっ

て規則で定めるもの  

４  市長  生駒市重度心身障害老人等医療費助成条例（平成２７年１

２月生駒市条例第   号）による医療費の助成に関する事務

であって規則で定めるもの  

５  市長  精神障害者に対して医療費を助成する事業に関する事務で

あって規則で定めるもの  
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議案第  92 号  

 

生駒市行政組織条例及び生駒市職員定数条例の一部を改正する条例  

の制定について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２７年１２月７日            

生駒市長  小  紫  雅  史    

 

   生駒市行政組織条例及び生駒市職員定数条例の一部を改正する条例  

 （生駒市行政組織条例の一部改正）  

第１条  生駒市行政組織条例（平成２年３月生駒市条例第１号）の一部を次のよ

うに改正する。  

  第１条中        を          に、         を  福  

祉健康部  に改める。  

  第２条市長公室の項中第４号を削り、第５号を第４号とし、同項に次の２号

を加える。  

   (5) 市行政の総合政策及び総合調整に関すること。  

   (6) 特命による重要施策の調査、計画及び推進に関すること。  

  第２条企画財政部の項中第２号及び第３号を削り、第４号を第２号とし、第

５号を第３号とし、第１３号を第１４号とし、第６号から第１２号までを１号

ずつ繰り下げ、第３号の次に次の３号を加え、同項を同条総務部の項とする。  

  (4) 消費生活その他の市民生活に関すること。  

「企画財政部  

環境経済部」  

「総務部  

地域活力創生部」  

「福祉部  

こども健康部」  
「  

」  
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  (5) 交通政策に関すること。  

  (6) 市民相談に関すること。  

  第２条環境経済部の項を次のように改める。  

  地域活力創生部  

 (1) 市民活動の推進に関すること。  

   (2) 地域経済の活性化に関すること。  

   (3) 農林業、商工業及び観光に関すること。  

   (4) 低炭素まちづくりの推進に関すること。  

  第２条市民部の項第４号から第６号までを次のように改める。  

   (4) 環境の保全に関すること。  

   (5) 環境衛生に関すること。  

   (6) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。  

  第２条福祉部の項に次の３号を加え、同項を同条福祉健康部の項とする。  

   (6) 健康及び保健衛生に関すること。  

   (7) 病院事業に関すること。  

   (8) 国民健康保険に関すること。  

  第２条こども健康部の項を削る。  

 （生駒市職員定数条例の一部改正）  

第２条  生駒市職員定数条例（昭和４２年４月生駒市条例第４号）の一部を次の

ように改正する。  

  第２条第１項の表中「５０２人」を「４７９人」に、「１４６人」を「１６

９人」に改める。  

   附  則  

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。  
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議案第  93 号  

 

生駒市職員の退職管理に関する条例の制定について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２７年１２月７日            

生駒市長  小  紫  雅  史    

 

生駒市職員の退職管理に関する条例  

（趣旨）  

第１条  この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」と

いう｡)第３８条の２第８項及び第３８条の６第２項の規定に基づき、職員の退

職管理に関し必要な事項を定めるものとする。  

（再就職者による依頼等の規制）  

第２条  法第３８条の２第１項、第４項及び第５項の規定によるもののほか、再

就職者（同条第１項に規定する再就職者をいう｡)のうち、同条第８項の国家行

政組織法（昭和２３年法律第１２０号）第２１条第１項に規定する部長又は課

長の職に相当する職として規則で定めるものに離職した日の５年前の日より前

に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等（

法第３８条の２第１項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう｡)の

役職員（同項に規定する役職員をいう｡)又は同条第８項の役職員に類する者と

して規則で定めるものに対し、契約等事務（同条第１項に規定する契約等事務

をいう｡)であって離職した日の５年前の日より前の職務（当該職に就いていた

ときの職務に限る｡)に属するものに関し、離職後２年間、職務上の行為をする
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ように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。  

（任命権者への届出）  

第３条  管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものに就いてい

る職員であった者（退職手当通算予定職員（法第３８条の２第３項に規定する

退職手当通算予定職員をいう｡)であった者であって引き続いて退職手当通算法

人（同条第２項に規定する退職手当通算法人をいう｡)の地位に就いている者及

び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（平成１２年法

律第５０号）第１０条第２項に規定する退職派遣者を除く｡)は、離職後２年

間、営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合（報酬を得る場合に

限る｡)又は営利企業の地位に就いた場合は、日々雇い入れられる者となった場

合その他規則で定める場合を除き、規則で定めるところにより、速やかに、離

職した職又はこれに相当する職の任命権者に規則で定める事項を届け出なけれ

ばならない。  

附  則  

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。  
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議案第  94 号  

 

生駒市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条  

例及び生駒市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の  

制定について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２７年１２月７日            

生駒市長  小  紫  雅  史    

 

   生駒市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び

生駒市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例  

 （生駒市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部

改正）  

第１条  生駒市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（

昭和４７年１０月生駒市条例第２３号）の一部を次のように改正する。  

  附則第４条第１項の表を次のように改める。  

傷病補償年金  厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）によ

る障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図

るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（

平成２４年法律第６３号。以下「平成２４年一元化

法」という｡)附則第４１条第１項の規定による障害

共済年金若しくは平成２４年一元化法附則第６５条

第１項の規定による障害共済年金（以下単に「障害

厚生年金等」という｡)及び国民年金法（昭和３４年

法律第１４１号）による障害基礎年金（同法第３０

条の４の規定による障害基礎年金を除く。以下単に

「障害基礎年金」という｡) 

０．７３  
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障害厚生年金等（当該補償の理由となった障害につ

いて障害基礎年金が支給される場合を除く｡) 

０．８６  

障害基礎年金（当該補償の理由となった障害につい

て障害厚生年金等又は平成２４年一元化法附則第３

７条第１項に規定する給付のうち障害共済年金（以

下「平成２４年一元化法改正前国共済法による障害

共済年金」という｡)若しくは平成２４年一元化法附

則第６１条第１項に規定する給付のうち障害共済年

金（以下「平成２４年一元化法改正前地共済法によ

る障害共済年金」という ｡ )が支給される場合を除

く｡) 

０．８８  

国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法

律第３４号。以下「国民年金等改正法」という｡)附

則第８７条第１項に規定する年金たる保険給付のう

ち障害年金（以下「旧船員保険法による障害年金」

という｡) 

０．７５  

国民年金等改正法附則第７８条第１項に規定する年

金たる保険給付のうち障害年金（以下「旧厚生年金

保険法による障害年金」という｡) 

０．７５  

国民年金等改正法附則第３２条第１項に規定する年

金たる給付のうち障害年金（以下「旧国民年金法に

よる障害年金」という｡) 

０．８９  

障害補償年金  障害厚生年金等及び障害基礎年金  ０．７３  

障害厚生年金等（当該補償の理由となった障害につ

いて障害基礎年金が支給される場合を除く｡) 

０．８３  

障害基礎年金（当該補償の理由となった障害につい

て障害厚生年金等又は平成２４年一元化法改正前国

共済法による障害共済年金若しくは平成２４年一元

化法改正前地共済法による障害共済年金が支給され

る場合を除く｡) 

０．８８  

旧船員保険法による障害年金  ０．７４  

旧厚生年金保険法による障害年金  ０．７４  

旧国民年金法による障害年金  ０．８９  

遺族補償年金  厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成２４年

一元化法附則第４１条第１項の規定による遺族共済

年金若しくは平成２４年一元化法附則第６５条第１

項の規定による遺族共済年金（以下単に「遺族厚生

年金等」という｡)及び国民年金法による遺族基礎年

金（国民年金等改正法附則第２８条第１項の規定に

よる遺族基礎年金を除く。以下単に「遺族基礎年金

」という｡) 

０．８０  

遺族厚生年金等（当該補償の理由となった死亡につ

いて遺族基礎年金が支給される場合を除く｡) 

０．８４  

遺族基礎年金（当該補償の理由となった死亡につい

て遺族厚生年金等又は平成２４年一元化法附則第３

７条第１項に規定する給付のうち遺族共済年金若し

０．８８  
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くは平成２４年一元化法附則第６１条第１項に規定

する給付のうち遺族共済年金が支給される場合を除

く｡)又は国民年金法による寡婦年金  

国民年金等改正法附則第８７条第１項に規定する年

金たる保険給付のうち遺族年金  

０．８０  

国民年金等改正法附則第７８条第１項に規定する年

金たる保険給付のうち遺族年金  

０．８０  

国民年金等改正法附則第３２条第１項に規定する年

金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金

又は寡婦年金  

０．９０  

  附則第４条第２項の表を次のように改める。  

障害厚生年金等及び障害基礎年金  ０．７３  

障害厚生年金等（当該補償の理由となった障害について障害基礎

年金が支給される場合を除く｡) 

０．８６  

障害基礎年金（当該補償の理由となった障害について障害厚生年

金等又は平成２４年一元化法改正前国共済法による障害共済年金

若しくは平成２４年一元化法改正前地共済法による障害共済年金

が支給される場合を除く｡) 

０．８８  

旧船員保険法による障害年金  ０．７５  

旧厚生年金保険法による障害年金  ０．７５  

旧国民年金法による障害年金  ０．８９  

 （生駒市消防団員等公務災害補償条例の一部改正）  

第２条  生駒市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年７月生駒市条例第２５

号）の一部を次のように改正する。  

  附則第５条第１項中「当該損害補償」を「当該年金たる損害補償」に、「掲

げる年金たる給付」を「掲げる当該法律による年金たる給付」に改め、同項の

表を次のように改める。  

１  傷 病 補 償

年 金 （ 第 １

８ 条 の ２ に

規 定 す る 公

務 上 の 災 害

に 係 る も の

を除く｡) 

厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）によ

る障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図

るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（

平成２４年法律第６３号。以下この表及び次項の表

において「平成２４年一元化法」という｡)附則第４

１条第１項の規定による障害共済年金若しくは平成

２４年一元化法附則第６５条第１項の規定による障

害共済年金（以下「障害厚生年金等」という｡)及び

国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）による障

害基礎年金（同法第３０条の４の規定による障害基

礎年金を除く。以下この表、次項の表及び第５項の  

０．７３  
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 表において「障害基礎年金」という｡)  

２  傷 病 補 償

年 金 （ 第 １

８ 条 の ２ に

規 定 す る 公

務 上 の 災 害

に 係 る も の

に限る｡) 

障害厚生年金等及び障害基礎年金  ０．８２ (第

１ 級 又 は 第

２ 級 の 傷 病

等 級 に 該 当

す る 障 害 に

係 る 傷 病 補

償 年 金 に あ

っ て は 、 ０

．８１）  

３  障 害 補 償

年 金 （ 第 １

８ 条 の ２ に

規 定 す る 公

務 上 の 災 害

に 係 る も の

を除く｡) 

障害厚生年金等及び障害基礎年金  ０．７３  

４  障 害 補 償

年 金 （ 第 １

８ 条 の ２ に

規 定 す る 公

務 上 の 災 害

に 係 る も の

に限る｡) 

障害厚生年金等及び障害基礎年金  ０ ． ８ ２ （

第 １ 級 又 は

第 ２ 級 の 障

害 等 級 に 該

当 す る 障 害

に 係 る 障 害

補 償 年 金 に

あ っ て は 、

０．８１）  

５  遺 族 補 償

年 金 （ 第 １

８ 条 の ２ に

規 定 す る 公

務 上 の 災 害

に 係 る も の

を除く｡) 

厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成２４年

一元化法附則第４１条第１項の規定による遺族共済

年金若しくは平成２４年一元化法附則第６５条第１

項の規定による遺族共済年金（以下この表及び次項

の表において「遺族厚生年金等」という｡)及び国民

年金法による遺族基礎年金（国民年金法等の一部を

改正する法律（昭和６０年法律第３４号。以下「国

民年金等改正法」という｡)附則第２８条第１項の規

定による遺族基礎年金を除く。以下この表及び次項

の表において「遺族基礎年金」という｡) 

０．８０  

６  遺 族 補 償

年 金 （ 第 １

８ 条 の ２ に

規 定 す る 公

務 上 の 災 害

に 係 る も の

に限る｡) 

遺族厚生年金等及び遺族基礎年金  ０．８７  

  附則第５条第２項中「、当該損害補償」を「、当該年金たる損害補償」に、
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「から当該損害補償」を「から当該年金たる損害補償」に改め、同項の表を次

のように改める。  

１  傷 病 補 償

年 金 （ 第 １

８ 条 の ２ に

規 定 す る 公

務 上 の 災 害

に 係 る も の

を除く｡) 

(1) 障害厚生年金等  ０．８６  

(2) 障害基礎年金（当該損害補償の理由となった

障害について平成２４年一元化法附則第３７条第

１項に規定する給付のうち障害共済年金、平成２

４年一元化法附則第６１条第１項に規定する給付

のうち障害共済年金、平成２４年一元化法附則第

７９条に規定する給付のうち障害共済年金又は厚

生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制

度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合

法等を廃止する等の法律（平成１３年法律第１０

１号）附則第２条第１項第２号に規定する旧農林

共済法 (以下この表において「旧農林共済法」と

いう｡)による障害共済年金（以下この表及び第５

項の表において「平成２４年一元化法改正前国共

済法等による障害共済年金」という｡)が支給され

る場合を除く｡) 

０．８８  

２  傷 病 補 償

年 金 （ 第 １

８ 条 の ２ に

規 定 す る 公

務 上 の 災 害

に 係 る も の

に限る｡) 

(1) 障害厚生年金等  ０ ． ９ １ （

第 １ 級 又 は

第 ２ 級 の 傷

病 等 級 に 該

当 す る 障 害

に 係 る 傷 病

補 償 年 金 に

あ っ て は 、

０．９０）  

(2) 障害基礎年金（当該損害補償の理由となった

障害について平成２４年一元化法改正前国共済法

等による障害共済年金が支給される場合を除く｡) 

０ ． ９ ２ (第

１ 級 の 傷 病

等 級 に 該 当

す る 障 害 に

係 る 傷 病 補

償 年 金 に あ

っ て は 、 ０

．９１）  

３  障 害 補 償

年 金 （ 第 １

８ 条 の ２ に

規 定 す る 公

務 上 の 災 害

に 係 る も の

を除く｡) 

(1) 障害厚生年金等  ０．８３  

(2) 障害基礎年金（当該損害補償の理由となった

障害について平成２４年一元化法改正前国共済法

等による障害共済年金が支給される場合を除く｡) 

０．８８  

４  障 害 補 償

年 金 （ 第 １

(1) 障害厚生年金等  ０ ． ８ ９ （

第 １ 級 又 は
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８ 条 の ２ に

規 定 す る 公

務 上 の 災 害

に 係 る も の

に限る｡) 

第 ２ 級 の 障

害 等 級 に 該

当 す る 障 害

に 係 る 障 害

補 償 年 金 に

あ っ て は 、

０．８８）  

 (2) 障害基礎年金（当該損害補償の理由となった

障害について平成２４年一元化法改正前国共済法

等による障害共済年金が支給される場合を除く｡) 

０ ． ９ ２ （

第 １ 級 の 障

害 等 級 に 該

当 す る 障 害

に 係 る 障 害

補 償 年 金 に

あ っ て は 、

０．９１）  

５  遺 族 補 償

年 金 （ 第 １

８ 条 の ２ に

規 定 す る 公

務 上 の 災 害

に 係 る も の

を除く｡) 

(1) 遺族厚生年金等  ０．８４  

(2) 遺族基礎年金（当該損害補償の理由となった

死亡について平成２４年一元化法附則第３７条第

１項に規定する給付のうち遺族共済年金、平成２

４年一元化法附則第６１条第１項に規定する給付

のうち遺族共済年金、平成２４年一元化法附則第

７９条に規定する給付のうち遺族共済年金又は旧

農林共済法による遺族共済年金 (以下この表にお

いて「平成２４年一元化法改正前国共済法等によ

る遺族共済年金」という｡)が支給される場合を除

く｡)又は国民年金法による寡婦年金  

０．８８  

６  遺 族 補 償

年 金 （ 第 １

８ 条 の ２ に

規 定 す る 公

務 上 の 災 害

に 係 る も の

に限る｡) 

(1) 遺族厚生年金等  ０．８９  

(2) 遺族基礎年金（当該損害補償の理由となった

死亡について平成２４年一元化法改正前国共済法

等による遺族共済年金が支給される場合を除く｡)

又は国民年金法による寡婦年金  

０．９２  

  附則第５条第３項中「当該損害補償」を「当該年金たる損害補償」に、「年

金たる給付の２が支給される」を「法律による年金たる給付の数が２である」

に、「、当該年金たる給付」を「、当該法律による年金たる給付」に改め、同

項の表を次のように改める。  

１  傷 病 補 償

年 金 （ 第 １

８ 条 の ２ に

規 定 す る 公

務 上 の 災 害

(1) 国民年金等改正法附則第８７条第１項に規定

する年金たる保険給付のうち障害年金（以下この

表及び第６項の表において「旧船員保険法による

障害年金」という｡) 

０．７５  

(2) 国民年金等改正法附則第７８条第１項に規定 ０．７５  
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に 係 る も の

を除く｡) 

する年金たる保険給付のうち障害年金（以下この

表及び第６項の表において「旧厚生年金保険法に

よる障害年金」という｡) 

(3) 国民年金等改正法附則第３２条第１項に規定

する年金たる給付のうち障害年金（以下この表及

び第６項の表において「旧国民年金法による障害

年金」という｡) 

０．８９  

２  傷 病 補 償

年 金 （ 第 １

８ 条 の ２ に

規 定 す る 公

務 上 の 災 害

に 係 る も の

に限る｡) 

(1) 旧船員保険法による障害年金  ０ ． ８ ３ （

第 １ 級 の 傷

病 等 級 に 該

当 す る 障 害

に 係 る 傷 病

補 償 年 金 に

あ っ て は 、

０．８２）  

(2) 旧厚生年金保険法による障害年金  ０ ． ８ ３ （

第 １ 級 の 傷

病 等 級 に 該

当 す る 障 害

に 係 る 傷 病

補 償 年 金 に

あ っ て は 、

０．８２）  

(3) 旧国民年金法による障害年金  ０ ． ９ ３ （

第 １ 級 又 は

第 ２ 級 の 傷

病 等 級 に 該

当 す る 障 害

に 係 る 傷 病

補 償 年 金 に

あ っ て は 、

０．９２）  

３  障 害 補 償

年 金 （ 第 １

８ 条 の ２ に

規 定 す る 公

務 上 の 災 害

に 係 る も の

を除く｡) 

(1) 旧船員保険法による障害年金  ０．７４  

(2) 旧厚生年金保険法による障害年金  ０．７４  

(3) 旧国民年金法による障害年金  ０．８９  

４  障 害 補 償

年 金 （ 第 １

８ 条 の ２ に

規 定 す る 公

務 上 の 災 害

に 係 る も の

に限る｡) 

(1) 旧船員保険法による障害年金  ０ ． ８ ３ （

第 １ 級 の 障

害 等 級 に 該

当 す る 障 害

に 係 る 障 害

補 償 年 金 に

あ っ て は ０
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． ８ １ 、 第

２ 級 の 障 害

等 級 に 該 当

す る 障 害 に

係 る 障 害 補

償 年 金 に あ

っ て は ０ ．

８２）  

(2) 旧厚生年金保険法による障害年金  ０ ． ８ ３ （

第 １ 級 の 障

害 等 級 に 該

当 す る 障 害

に 係 る 障 害

補 償 年 金 に

あ っ て は ０

． ８ １ 、 第

２ 級 の 障 害

等 級 に 該 当

す る 障 害 に

係 る 障 害 補

償 年 金 に あ

っ て は ０ ．

８２）  

(3) 旧国民年金法による障害年金  ０ ． ９ ３ （

第 １ 級 又 は

第 ２ 級 の 障

害 等 級 に 該

当 す る 障 害

に 係 る 障 害

補 償 年 金 に

あ っ て は 、

０．９２）  

５  遺 族 補 償

年 金 （ 第 １

８ 条 の ２ に

規 定 す る 公

務 上 の 災 害

に 係 る も の

を除く｡) 

(1) 国民年金等改正法附則第８７条第１項に規定

する年金たる保険給付のうち遺族年金  

０．８０  

(2) 国民年金等改正法附則第７８条第１項に規定

する年金たる保険給付のうち遺族年金  

０．８０  

(3) 国民年金等改正法附則第３２条第１項に規定

する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、

遺児年金又は寡婦年金  

０．９０  

６  遺 族 補 償

年 金 （ 第 １

８ 条 の ２ に

規 定 す る 公

務 上 の 災 害

に 係 る も の

に限る｡) 

(1) 国民年金等改正法附則第８７条第１項に規定

する年金たる保険給付のうち遺族年金  

０．８７  

(2) 国民年金等改正法附則第７８条第１項に規定

する年金たる保険給付のうち遺族年金  

０．８７  

(3) 国民年金等改正法附則第３２条第１項に規定

する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、

遺児年金又は寡婦年金  

０．９３  
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  附則第５条第４項中「当該損害補償」を「当該年金たる損害補償」に改め、

「当該各号に掲げる」の次に「法律による」を加え、同条第５項を次のように

改める。  

５  休業補償を受ける権利を有する者が、同一の理由について次の表の左欄に

掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、第８条

の規定にかかわらず、同条の規定による休業補償の額に、同表の左欄に掲げ

る当該法律による年金たる給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて

得た額（その額が当該休業補償の額から同一の理由について支給される当該

法律による年金たる給付の額（当該法律による年金たる給付の数が２である

場合にあっては、その合計額）を３６５で除して得た額を控除した残額を下

回る場合には、当該残額）を支給する。  

障害厚生年金等及び障害基礎年金  ０．７３  

障害厚生年金等（当該損害補償の理由となった障害について障害

基礎年金が支給される場合を除く｡) 

０．８６  

障害基礎年金（当該損害補償の理由となった障害について障害厚

生年金等又は平成２４年一元化法改正前国共済法等による障害共

済年金が支給される場合を除く｡) 

０．８８  

  附則第５条第６項中「この条例の規定にかかわらず、この条例」を「第８条

の規定にかかわらず、同条」に改め、「同表の左欄に掲げる」の次に「当該」

を加え、「がこの条例の規定による」を「が当該」に、「当該年金たる給付」

を「当該法律による年金たる給付」に改め、同項の表中「の規定」を削る。  

   附  則  

 （施行期日等）  

１  この条例は、公布の日から施行し、改正後の生駒市議会の議員その他非常勤

の職員の公務災害補償等に関する条例及び生駒市消防団員等公務災害補償条例

の規定は、平成２７年１０月１日から適用する。  

 （経過措置）  
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２  第１条の規定による改正後の生駒市議会の議員その他非常勤の職員の公務災

害補償等に関する条例附則第４条の規定は、この条例の適用の日（以下「適用

日」という｡)以後に支給すべき理由の生じた年金たる補償及び休業補償並びに

適用日前に支給すべき理由の生じた適用日以後の期間に係る年金たる補償につ

いて適用し、適用日前に支給すべき理由の生じた適用日前の期間に係る年金た

る補償及び適用日前に支給すべき理由の生じた休業補償については、なお従前

の例による。  

３  平成２４年一元化法第２条の規定による改正前の国家公務員共済組合法（昭

和３３年法律第１２８号。以下この項において「改正前国共済法」という｡)に

よる職域加算額（被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の

一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等の

ための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家

公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令（平成２７

年政令第３４５号）第８条第１項の規定により読み替えられた平成２４年一元

化法附則第３６条第５項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正

前国共済法第８２条第２項に規定する公務等による旧職域加算障害給付（平成

２４年一元化法附則第３６条第５項に規定する改正前国共済法による職域加算

額のうち障害を給付理由とするものをいう｡)又は平成２４年一元化法附則第３

６条第５項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第

８９条第３項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付（平成２４年一元化

法附則第３６条第５項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち死亡

を給付理由とするものをいう｡)に係るものに限る｡)又は平成２４年一元化法第

３条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２

号。以下この項において「改正前地共済法」という｡)による職域加算額（被用

者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及
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び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年

金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務

員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令（平成２７年

政令第３４７号。以下この項において「平成２７年地共済経過措置政令」とい

う｡)第７条第１項の規定により読み替えられた平成２４年一元化法附則第６０

条第５項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第８

７条第２項に規定する公務等による旧職域加算障害給付（改正前地共済法によ

る職域加算額のうち障害を給付理由とするものをいう｡)又は平成２７年地共済

経過措置政令第７条第１項の規定により読み替えられた平成２４年一元化法附

則第６０条第５項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共

済法第９９条の２第３項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付（改正前

地共済法による職域加算額のうち死亡を給付理由とするものをいう｡)に係るも

のに限る｡)の受給権者が同一の支給理由により平成２４年一元化法第１条の規

定による改正後の厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは遺族厚生年金、

平成２４年一元化法附則第４１条第１項の規定により国家公務員共済組合連合

会（国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当

法等の一部を改正する法律（平成２４年法律第９６号）第５条の規定による改

正後の国家公務員共済組合法第２１条第１項に規定する国家公務員共済組合連

合会をいう｡)が支給する年金である給付のうち障害共済年金若しくは遺族共済

年金又は平成２４年一元化法附則第６５条第１項の規定により地方公務員共済

組合（平成２４年一元化法附則第５６条第２項に規定する地方公務員共済組合

をいう｡)が支給する年金である給付のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金

の支給を受けるときは、当分の間、第１条の規定による改正後の生駒市議会の

議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例附則第４条第１項の規

定は、適用しない。  
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４  適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に第１条の規定による改正前

の生駒市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例附則第

４条の規定により支給された年金たる補償及び休業補償は、第１条の規定によ

る改正後の生駒市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条

例による年金たる補償及び休業補償の内払とみなす。  

５  第２条の規定による改正後の生駒市消防団員等公務災害補償条例附則第５条

の規定は、適用日以後に支給すべき理由の生じた年金たる損害補償及び休業補

償並びに適用日前に支給すべき理由の生じた適用日以後の期間に係る年金たる

損害補償について適用し、適用日前に支給すべき理由の生じた適用日前の期間

に係る年金たる損害補償及び適用日前に支給すべき理由の生じた休業補償につ

いては、なお従前の例による。  

６  適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に第２条の規定による改正前

の生駒市消防団員等公務災害補償条例附則第５条の規定により支給された年金

たる損害補償及び休業補償は、第２条の規定による改正後の生駒市消防団員等

公務災害補償条例による年金たる損害補償及び休業補償の内払とみなす。  
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議案第  95 号  

 

生駒市税条例の一部を改正する条例の制定について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２７年１２月７日            

生駒市長  小  紫  雅  史    

 

生駒市税条例の一部を改正する条例  

生駒市税条例（昭和５０年１２月生駒市条例第３１号）の一部を次のように改

正する。  

 第５条の次に次の５条を加える。  

（徴収猶予に係る市の徴収金の分割納付又は分割納入の方法）  

第５条の２  市長は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」とい

う｡)第１５条第３項又は第５項の規定により、同条第１項若しくは第２項の規

定による徴収の猶予（以下この節において「徴収の猶予」という｡)又は同条第

４項の規定による徴収の猶予をした期間の延長（以下この条において「徴収の

猶予期間の延長」という｡)をする場合には、その徴収の猶予に係る金額をその

徴収の猶予又はその徴収の猶予期間の延長をする期間内の各月（市長がやむを

得ない事情があると認めるときは、その期間内の市長が指定する月）に分割し

て納付し、又は納入させるものとする。  

２  市長は、法第１５条第３項又は第５項の規定により、徴収の猶予又は徴収の

猶予期間の延長に係る市の徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合にお

いては、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納
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付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。  

３  市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又

は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得な

い理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入

の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更することがで

きる。  

４  市長は、第２項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入

期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたとき

は、その旨、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納

付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴

収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならな

い。  

５  市長は、第３項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入

期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各

納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納

入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。  

（徴収猶予の申請手続等）  

第５条の３  法第１５条の２第１項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる

事項とする。  

(1) 法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該

当する事実に基づき市の徴収金を一時に納付し、又は納入することができな

い事情の詳細  

(2) 納付し、又は納入すべき市の徴収金の年度、種類、納期限及び金額  

(3) 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額  

(4) 当該猶予を受けようとする期間  
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(5) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか（分割

納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあっては、分割納

付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限

ごとの納付金額又は納入金額を含む｡) 

(6) 猶予を受けようとする金額が１００万円を超え、かつ、猶予期間が３月

を超える場合には、提供しようとする法第１６条第１項各号に掲げる担保の

種類、数量、価額及び所在（その担保が保証人の保証であるときは、保証人

の氏名及び住所又は居所）その他担保に関し参考となるべき事項（担保を提

供することができない特別の事情があるときは、その事情）  

２  法第１５条の２第１項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とす

る。  

(1) 法第１５条第１項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類  

(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類  

(3) 猶予を受けようとする日前１年間の収入及び支出の実績並びに同日以後

の収入及び支出の見込みを明らかにする書類  

(4) 猶予を受けようとする金額が１００万円を超え、かつ、猶予期間が３月

を超える場合には、地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下「令

」という｡)第６条の１０の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関

し必要となる書類  

３  法第１５条の２第２項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とす

る。  

(1) 市の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細  

(2) 第１項第２号から第６号までに掲げる事項  

４  法第１５条の２第２項及び第３項に規定する条例で定める書類は、第２項第

２号から第４号までに掲げる書類とする。  
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５  法第１５条の２第３項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とす

る。  

(1) 猶予期間の延長を受けようとする市の徴収金の年度、種類、納期限及び

金額  

(2) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができ

ないやむを得ない理由  

(3) 猶予期間の延長を受けようとする期間  

(4) 第１項第５号及び第６号に掲げる事項  

６  法第１５条の２第４項に規定する条例で定める書類は、第２項第４号に掲げ

る書類とする。  

７  法第１５条の２第８項に規定する条例で定める期間は、２０日とする。  

（職権による換価の猶予の手続等）  

第５条の４  市長は、法第１５条の５第２項において読み替えて準用する法第１

５条第３項又は第５項の規定により、法第１５条の５第１項の規定による換価

の猶予（以下この項において「職権による換価の猶予」という｡)又は法第１５

条の５第２項において読み替えて準用する法第１５条第４項の規定による職権

による換価の猶予をした期間の延長（以下この項において「職権による換価の

猶予期間の延長」という｡)をする場合には、その職権による換価の猶予に係る

金額（その納付又は納入を困難とする金額として令第６条の９の３第１項で定

める額を限度とする｡)をその職権による換価の猶予又はその職権による換価の

猶予期間の延長をする期間内の各月（市長がやむを得ない事情があると認める

ときは、その期間内の市長が指定する月）に分割して納付し、又は納入させる

ものとする。  

２  第５条の２第２項から第５項までの規定は、法第１５条の５第２項において

読み替えて準用する法第１５条第３項又は第５項の規定により、分割して納付
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し、又は納入させる場合について準用する。  

３  法第１５条の５の２第１項及び第２項に規定する条例で定める書類は、次に

掲げる書類とする。  

(1) 前条第２項第２号から第４号までに掲げる書類  

(2) 分割納付又は分割納入させるために必要となる書類  

（申請による換価の猶予の申請手続等）  

第５条の５  法第１５条の６第１項に規定する条例で定める期間は、６月とす

る。  

２  市長は、法第１５条の６第３項において読み替えて準用する法第１５条第３

項又は第５項の規定により、法第１５条の６第１項の規定による換価の猶予（

以下この項において「申請による換価の猶予」という｡)又は法第１５条の６第

３項において準用する法第１５条第４項の規定による申請による換価の猶予を

した期間の延長（以下この項において「申請による換価の猶予期間の延長」と

いう｡)をする場合には、その申請による換価の猶予に係る金額（その納付又は

納入を困難とする金額として令第６条の９の３第２項において読み替えて準用

する同条第１項で定める額を限度とする｡)をその申請による換価の猶予又はそ

の申請による換価の猶予期間の延長をする期間内の各月（市長がやむを得ない

事情があると認めるときは、その期間内の市長が指定する月）に分割して納付

し、又は納入させるものとする。  

３  第５条の２第２項から第５項までの規定は、法第１５条の６第３項において

読み替えて準用する法第１５条第３項又は第５項の規定により、分割して納付

し、又は納入させる場合について準用する。  

４  法第１５条の６の２第１項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項

とする。  

(1) 市の徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生
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活の維持が困難となる事情の詳細  

(2) 第５条の３第１項第２号から第４号まで及び第６号に掲げる事項  

(3) 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は

各納入期限ごとの納付金額又は納入金額  

５  法第１５条の６の２第１項及び第２項に規定する条例で定める書類は、第５

条の３第２項第２号から第４号までに掲げる書類とする。  

６  法第１５条の６の２第２項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項

とする。  

(1) 第５条の３第１項第６号に掲げる事項  

(2) 第５条の３第５項第１号から第３号までに掲げる事項  

(3) 第４項第３号に掲げる事項  

７  法第１５条の６の２第３項において準用する法第１５条の２第８項に規定す

る条例で定める期間は、２０日とする。  

（担保を徴する必要がない場合）  

第５条の６  法第１６条に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額が１０

０万円以下である場合、猶予期間が３月以内である場合又は担保を徴すること

ができない特別の事情がある場合とする。  

 第６条中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という｡)」を「

法」に改める。  

 第１３条第２項中「法人税法第２条第１２号の１８」を「法第２９２条第１項

第１４号」に改め、同条第３項中「地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５

号。以下「令」という｡)」を「令」に改める。  

 第１８条第２項に次のただし書を加える。  

  ただし、同法第６０条の２から第６０条の４までの規定の例によらないもの

とする。  

- 58 -



 第２８条第８項中「寮等の所在」の次に「、法人番号（行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）

第２条第１５項に規定する法人番号をいう。以下市民税について同じ｡)」を加え

る。  

 第２９条の３第４項中「第２０３条の５第４項」を「第２０３条の５第５項」

に改める。  

 第４７条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改め、第２号を第３号と

し、第１号を第２号とし、同項に第１号として次の１号を加える。  

 (1) 納税義務者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は事務所若しくは事業

所の所在地及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう｡)又は法人

番号  

 第７１条第１項第１号中「及び氏名」を「、氏名又は名称及び個人番号（行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５

項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号

に限る。以下固定資産税について同じ｡)又は法人番号（同条第１５項に規定する

法人番号をいう。以下固定資産税について同じ｡)（個人番号又は法人番号を有し

ない者にあっては、住所及び氏名又は名称）」に改める。  

 第７１条の２第１項第１号及び第２項第１号中「及び氏名」を「、氏名又は名

称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、

住所及び氏名又は名称）」に改める。   

 第８０条第１項中「１に」を「いずれかに」に改め、同条第２項中「納期限前

７日」を「納期限」に改め、同項第１号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は

名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあって

は、住所及び氏名又は名称）」に改める。  
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 第８３条第１項第１号及び第８３条の２第１項第１号中「及び氏名又は名称」

を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しな

い者にあっては、住所及び氏名又は名称）」に改める。  

 第９７条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改め、同項第２号中「氏名

若しくは名称」を「事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号

（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２

条第５項に規定する個人番号をいう。以下この号及び次条において同じ｡)又は法

人番号（同法第２条第１５項に規定する法人番号をいう。以下この号において同

じ｡)（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは

事業所の所在地及び氏名又は名称）」に改める。  

 第９８条第２項中「納期限前７日」を「納期限」に改め、同項第１号中「及び

住所」を「、住所及び個人番号（個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住

所）」に改め、同条第３項中「納期限前７日」を「納期限」に改める。  

 第１３９条の３第１項中「１に」を「いずれかに」に改め、同条第２項中「納

期限前７日」を「納期限」に改め、同項第１号中「及び氏名又は名称」を「、氏

名又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下この号におい

て同じ｡)又は法人番号（同条第１５項に規定する法人番号をいう。以下この号に

おいて同じ｡)（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又

は名称）」に改める。  

 第１４７条第１号中「及び氏名又は名称」を「又は事務所若しくは事業所の所

在地、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下この

号において同じ｡)又は法人番号（同条第１５項に規定する法人番号をいう。以下

この号において同じ｡)（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又
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は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称）」に改める。  

 附則第７条第１項中「第１４５条第１項」を「第１４４条の８」に改める。  

 附則第１２条の３第１項第１号及び第２項第１号中「及び氏名又は名称」を

「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない

者にあっては、住所及び氏名又は名称）」に改め、同条第３項第１号中「及び氏

名」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有

しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）」に改め、同条第４項第１号、第

５項第１号、第６項第１号、第７項第１号、第８項第１号、第９項第１号及び第

１０項第１号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人

番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）

」に改める。  

 附則第１６条の２第２項第１号、第３項第１号及び第４項第１号中「及び氏名

」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有し

ない者にあっては、住所及び氏名又は名称）」に改める。  

 附則第１７条の２を削る。  

   附  則  

 （施行期日）  

第１条  この条例は、平成２８年４月１日から施行する。ただし、第１８条第２

項にただし書を加える改正規定、第２８条第８項及び第２９条の３第４項の改

正規定、第４７条第２項第２号を同項第３号とし、同項第１号を同項第２号と

し、同項に第１号として１号を加える改正規定並びに第７１条第１項第１号、

第７１条の２第１項第１号及び第２項第１号、第８０条第２項第１号、第８３

条第１項第１号、第８３条の２第１項第１号、第９７条第２項第２号、第９８

条第２項第１号、第１３９条の３第２項第１号並びに第１４７条第１号の改正

規定並びに附則第１２条の３第１項第１号、第２項第１号、第３項第１号、第
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４項第１号、第５項第１号、第６項第１号、第７項第１号、第８項第１号、第

９項第１号及び第１０項第１号並びに第１６条の２第２項第１号、第３項第１

号及び第４項第１号の改正規定並びに附則第３条第１項、第２項及び第４項、

第４条、第５条、第７条並びに第８条の規定は、同年１月１日から施行する。  

（徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措

置）  

第２条  改正後の生駒市税条例（以下「新条例」という｡)第５条の２、第５条の

３及び第５条の６（地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２

号。以下「平成２７年改正法」という｡)附則第１条第６号に掲げる規定による

改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下この条において「２８年

新法」という｡)第１５条第１項又は第２項の規定による徴収の猶予に係る部分

に限る｡)の規定は、平成２８年４月１日以後に申請される２８年新法第１５条

第１項又は第２項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請され

た平成２７年改正法附則第１条第６号に掲げる規定による改正前の地方税法（

以下この条において「２８年旧法」という｡)第１５条第１項又は第２項の規定

による徴収の猶予については、なお従前の例による。  

２  新条例第５条の４及び第５条の６（２８年新法第１５条の５第１項の規定に

よる換価の猶予に係る部分に限る｡)の規定は、平成２８年４月１日以後にされ

る同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた２８年旧法第

１５条の５第１項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。  

３  新条例第５条の５及び第５条の６（２８年新法第１５条の６第１項の規定に

よる換価の猶予に係る部分に限る｡)の規定は、平成２８年４月１日以後に同項

に規定する納期限が到来する地方団体の徴収金について適用する。  

（市民税に関する経過措置）  

第３条  新条例第１８条第２項の規定は、平成２８年度以後の年度分の個人の市
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民税について適用し、平成２７年度分までの個人の市民税については、なお従

前の例による。  

２  新条例第４７条第２項第１号の規定は、平成２８年１月１日以後に提出する

申請書について適用する。  

３  新条例第１３条第２項の規定は、平成２８年４月１日以後に開始する事業年

度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税に

ついて適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始

した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。  

４  新条例第２８条第８項の規定は、平成２８年１月１日以後に行われる同項の

規定による申告について適用し、同日前に行われる改正前の生駒市税条例（以

下「旧条例」という｡)第２８条第８項の規定による申告については、なお従前

の例による。  

（固定資産税に関する経過措置）  

第４条  新条例第７１条第１項第１号、第７１条の２第１項第１号及び第２項第

１号、第８０条第２項第１号、第８３条第１項第１号並びに第８３条の２第１

項第１号並びに附則第１２条の３第１項第１号、第２項第１号、第３項第１

号、第４項第１号、第５項第１号、第６項第１号、第７項第１号、第８項第１

号、第９項第１号及び第１０項第１号並びに第１６条の２第２項第１号、第３

項第１号及び第４項第１号の規定は、平成２８年１月１日以後に提出する新条

例第７１条第１項並びに第７１条の２第１項及び第２項に規定する申出書、新

条例第８０条第２項並びに附則第１６条の２第３項及び第４項に規定する申請

書又は新条例第８３条第１項及び第８３条の２第１項並びに附則第１２条の３

各項及び第１６条の２第２項に規定する申告書について適用し、同日前に提出

した旧条例第７１条第１項並びに第７１条の２第１項及び第２項に規定する申

出書、旧条例第８０条第２項並びに附則第１６条の２第３項及び第４項に規定
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する申請書又は旧条例第８３条第１項及び第８３条の２第１項並びに附則第１

２条の３各項及び第１６条の２第２項に規定する申告書については、なお従前

の例による。                                       

（軽自動車税に関する経過措置）  

第５条  新条例第９７条第２項第２号及び第９８条第２項第１号の規定は、平成

２８年１月１日以後に提出する新条例第９７条第２項並びに第９８条第２項及

び第３項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した旧条例第９７条

第２項並びに第９８条第２項及び第３項に規定する申請書については、なお従

前の例による。  

（市たばこ税に関する経過措置）  

第６条  別段の定めがあるものを除き、平成２８年４月１日前に課した、又は課

すべきであった旧条例附則第１７条の２に規定する喫煙用の紙巻たばこ（以下

この条において「紙巻たばこ３級品」という｡)に係る市たばこ税については、

なお従前の例による。  

２  次の各号に掲げる期間内に、地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又

は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ３級品に

係る市たばこ税の税率は、新条例第１０３条の規定にかかわらず、当該各号に

定める税率とする。  

(1) 平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで  １，０００本につ

き２，９２５円  

(2) 平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで  １，０００本につ

き３，３５５円  

(3) 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで  １，０００本につ

き４，０００円  

３  前項の規定の適用がある場合における新条例第１０６条第１項から第４項ま
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での規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。  

第１０６条第１項  第３４号の２様式  地 方 税 法 施 行 規 則の 一

部 を 改 正 す る 省 令（ 平

成 ２ ７ 年 総 務 省 令第 ３

８ 号 ） 第 １ 条 の 規定 に

よ る 改 正 前 の 地 方税 法

施 行 規 則 （ 以 下 この 節

に お い て 「 平 成 ２７ 年

改 正 前 の 地 方 税 法施 行

規則」という ｡ )第４８

号の５様式  

第１０６条第２項  第３４号の２の２様式  平 成 ２ ７ 年 改 正 前の 地

方 税 法 施 行 規 則 第４ ８

号の６様式  

第１０６条第３項  第３４号の２の６様式  平 成 ２ ７ 年 改 正 前の 地

方 税 法 施 行 規 則 第４ ８

号の９様式  

第１０６条第４項  第 ３ ４ 号 の ２ 様 式又 は

第３４号の２の２様式  

平 成 ２ ７ 年 改 正 前の 地

方 税 法 施 行 規 則 第４ ８

号 の ５ 様 式 又 は 第４ ８

号の６様式  

４  平成２８年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は同

条第２項に規定する売渡し若しくは消費等（同法第４６９条第１項第１号及び

第２号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ｡)が行われた紙巻た

ばこ３級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等（新条例第１００条第

１項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ｡)又は小売販

売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律（

平成２７年法律第９号。以下「所得税法等改正法」という｡)附則第５２条第１

項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれ

らの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりた
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ばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該

紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に

所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所

在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所において所持されるものに

限る｡)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課す

る。この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなさ

れる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、１，０００本に

つき４３０円とする。  

５  前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、平成２７

年改正法附則第２０条第４項に規定する申告書を平成２８年５月２日までに市

長に提出しなければならない。  

６  前項の規定による申告書を提出した者は、平成２８年９月３０日までに、そ

の申告に係る税金を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「

施行規則」という｡)第３４号の２の５様式による納付書によって納付しなけれ

ばならない。  

７  第４項の規定により市たばこ税を課する場合においては、同項から前項まで

に規定するもののほか、新条例第１０条、第１０６条第４項及び第５項、第１

０８条の２並びに第１０９条の規定を適用する。この場合において、次の表の

左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。  

第１０条  第１０６条第１項若しく

は第２項  

生駒市税条例の一部を

改正する条例（平成２

７年１２月生駒市条例

第   号。以下この条

及び第２章第４節にお

いて「平成２７年改正

条例」という ｡ )附則第  

- 66 -



 ６条第６項  

第１０条第２号  第１０６条第１項若しく

は第２項  

平成２７年改正条例附

則第６条第５項  

第１０条第３号  第４５条第１項の申告書

（法第３２１条の８第２

２項及び第２３項の申告

書を除く｡)、第１０６条

第１項若しくは第２項の

申告書又は第１３９条第

１項の申告書でその提出

期限  

平成２７年改正条例附

則第６条第６項の納期

限  

第１０６条第４項  施行規則第３４号の２様

式又は第３４号の２の２

様式  

平成２７年改正法附則

第２０条第４項の規定  

第１０６条第５項  第１項又は第２項  平成２７年改正条例附

則第６条第６項  

第１０８条の２  第１０６条第１項又は第

２項  

平成２７年改正条例附

則第６条第５項  

当該各項  同項  

第１０９条第２項  第１０６条第１項又は第

２項  

平成２７年改正条例附

則第６条第６項  

８  卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区

域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ

３級品のうち、第４項の規定により市たばこ税を課された、又は課されるべき

ものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金額を、新条例第１

０７条の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ３級品につき納付さ

れた、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に

併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し、又は当該卸売販

売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第１０

６条第１項から第３項までの規定により市長に提出すべき申告書には、当該返

還に係る紙巻たばこ３級品の品目ごとの本数についての明細を記載した施行規

則第１６号の５様式による書類を添付しなければならない。  
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９  平成２９年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は同

条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日

に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、

これらの者が所得税法等改正法附則第５２条第８項の規定により製造たばこの

製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場

から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなる

ときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これらの

者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの

者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品

を直接管理する営業所において所持されるものに限る｡)を同日に小売販売業者

に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市たば

こ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数

とし、当該市たばこ税の税率は、１，０００本につき４３０円とする。  

10 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合

について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとす

る。  

第５項  前項  第９項  

附則第２０条第４項  附則第２０条第１０項

において準用する同条

第４項  

平成２８年５月２日  平成２９年５月１日  

第６項  平成２８年９月３０日  平成２９年１０月２日  

第 ７ 項 の 表 以 外 の 部

分  

第４項の  第９項の  

同項から前項まで  第５項、前項及び第９

項  

第 ７ 項 の 表 第 １ ０ 条

の項  

附則第６条第６項  附則第６条第１０項に

おいて準用する同条第
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６項  

第 ７ 項 の 表 第 １ ０ 条

第２号の項  

附則第６条第５項  附則第６条第１０項に

おいて準用する同条第

５項  

第 ７ 項 の 表 第 １ ０ 条

第３号の項  

附則第６条第６項  附則第６条第１０項に

おいて準用する同条第

６項  

第 ７ 項 の 表 第 １ ０ ６

条第４項の項  

附則第２０条第４項  附則第２０条第１０項

において準用する同条

第４項  

第 ７ 項 の 表 第 １ ０ ６

条第５項の項  

附則第６条第６項  附則第６条第１０項に

おいて準用する同条第   

６項  

第 ７ 項 の 表 第 １ ０ ８

条の２の項  

附則第６条第５項  附則第６条第１０項に

おいて準用する同条第

５項  

第 ７ 項 の 表 第 １ ０ ９

条第２項の項  

附則第６条第６項  附則第６条第１０項に

おいて準用する同条第

６項  

第８項  第４項  第９項  

11 平成３０年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は同

条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日

に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、

これらの者が所得税法等改正法附則第５２条第１０項の規定により製造たばこ

の製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造

場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとな

るときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これら

の者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これら

の者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級

品を直接管理する営業所において所持されるものに限る｡)を同日に小売販売業

者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市た

ばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本
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数とし、当該市たばこ税の税率は、１，０００本につき６４５円とする。  

12 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合

について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとす

る。  

第５項  前項  第１１項  

附則第２０条第４項  附則第２０条第１２項

において準用する同条

第４項  

平成２８年５月２日  平成３０年５月１日  

第６項  平成２８年９月３０日  平成３０年１０月１日  

第７項の表以外の部分  第４項の  第１１項の  

同項から前項まで  第５項、前項及び第１

１項  

第７項の表第１０条の

項  

附則第６条第６項  附則第６条第１２項に

おいて準用する同条第

６項  

第７項の表第１０条第

２号の項  

附則第６条第５項  附則第６条第１２項に

おいて準用する同条第

５項  

第７項の表第１０条第

３号の項  

附則第６条第６項  附則第６条第１２項に

おいて準用する同条第

６項  

第７項の表第１０６条

第４項の項  

附則第２０条第４項  附則第２０条第１２項

において準用する同条

第４項  

第７項の表第１０６条

第５項の項  

附則第６条第６項  附則第６条第１２項に

おいて準用する同条第

６項  

第７項の表第１０８条

の２の項  

附則第６条第５項   

第７項の表第１０９条

第２項の項  

附則第６条第６項  

第８項  第４項  第１１項  
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13 平成３１年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又は同

条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級品を同日

に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、

これらの者が所得税法等改正法附則第５２条第１２項の規定により製造たばこ

の製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造

場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとな

るときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これら

の者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これら

の者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級

品を直接管理する営業所において所持されるものに限る｡)を同日に小売販売業

者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。この場合における市た

ばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本

数とし、当該市たばこ税の税率は、１，０００本につき１，２６２円とする。  

14 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課する場合

について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとす

る。  

第５項  前項  第１３項  

附則第２０条第４項  附則第２０条第１４項

において準用する同条

第４項  

平成２８年５月２日  平成３１年４月３０日  

第６項  平成２８年９月３０日  平成３１年９月３０日  

第７項の表以外の部分  第４項の  第１３項の  

同項から前項まで  第５項、前項及び第１

３項  

第７項の表第１０条の

項  

附則第６条第６項  附則第６条第１４項に

おいて準用する同条第
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６項  

第７項の表第１０条第

２号の項  

附則第６条第５項  附則第６条第１４項に

おいて準用する同条第

５項  

第７項の表第１０条第

３号の項  

附則第６条第６項  附則第６条第１４項に

おいて準用する同条第

６項  

第７項の表第１０６条

第４項の項  

附則第２０条第４項  附則第２０条第１４項

において準用する同条

第４項  

第７項の表第１０６条

第５項の項  

附則第６条第６項  附則第６条第１４項に

おいて準用する同条第

６項  

第７項の表第１０８条

の２の項  

附則第６条第５項  附則第６条第１４項に

おいて準用する同条第

５項  

第７項の表第１０９条

第２項の項  

附則第６条第６項  附則第６条第１４項に

おいて準用する同条第

６項  

第８項  第４項  第１３項  

（特別土地保有税に関する経過措置）  

第７条  新条例第１３９条の３第２項第１号の規定は、平成２８年１月１日以後

に提出する同項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した旧条例第

１３９条の３第２項に規定する申請書については、なお従前の例による。  

（入湯税に関する経過措置）  

第８条  新条例第１４７条の規定は、平成２８年１月１日以後に行われる同条の

規定による申告について適用し、同日前に行われた旧条例第１４７条の規定に

よる申告については、なお従前の例による。  
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議案第  96 号  

 

生駒市立保育所条例の一部を改正する条例の制定について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２７年１２月７日            

生駒市長  小  紫  雅  史    

 

生駒市立保育所条例の一部を改正する条例  

生駒市立保育所条例（昭和３０年３月生駒市条例第８号）の一部を次のように

改正する。  

第２条の表中「生駒市萩原町３８１番地」を「生駒市小平尾町２５番地１」に

改める。  

附  則  

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。  
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議案第  97 号  

 

生駒市南こども園条例の制定について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２７年１２月７日            

生駒市長  小  紫  雅  史    

 

生駒市南こども園条例  

（目的）  

第１条  この条例は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による幼稚園と児

童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）による保育所を並存させつつ、一体的

に運営することにより、教育と保育の双方を受けられる環境を整備し、もって

子どもたちが心身ともに明るく健やかに過ごし、心豊かにたくましく生きる力

を身につけていくことを目的とする。  

（構成）  

第２条  前条の目的を達成するため、生駒市立南幼稚園及び生駒市立みなみ保育

園をもって生駒市南こども園を構成する。  

 （その他）  

第３条  この条例に定めるもののほか、生駒市南こども園を構成する生駒市立南

幼稚園及び生駒市立みなみ保育園に関する事項は、それぞれ生駒市立南幼稚園

及び生駒市立みなみ保育園に係る条例等で定めるところによる。  

   附  則  

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。  
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議案第  98 号  

 

生駒市重度心身障害老人等医療費助成条例の制定について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２７年１２月７日            

生駒市長  小  紫  雅  史    

 

生駒市重度心身障害老人等医療費助成条例  

（目的）  

第１条  この条例は、重度の心身障害のある老人及びひとり親家庭等の老人（以

下「重度心身障害老人等」という｡)に対し医療費の一部を助成し、もって重度

心身障害老人等の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。  

（助成要件）  

第２条  この条例により医療費の助成を受けることができる者は、市内に住所を

有する高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第５０条

に規定する被保険者（同法第５５条第１項第２号に規定する入所をしたことに

より同項及び同条第２項の規定の適用を受ける被保険者を含む｡)のうち、次の

各号のいずれかに該当するものとする。  

(1) 生駒市心身障害者医療費助成条例（昭和４７年３月生駒市条例第２号）

第２条第１項第２号に規定する助成要件に該当する者（生活保護法（昭和２

５年法律第１４４号）による保護を受けている世帯に属する者を除く｡) 

(2) 生駒市ひとり親家庭等医療費助成条例（昭和５３年９月生駒市条例第３

１号）第２条第１号ア、イ又はオに規定する助成要件に該当する者（生活保
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護法による保護を受けている者を除く｡) 

（助成の範囲）  

第３条  医療費の助成は、前条の要件に該当する者（以下「対象者」という｡)の

疾病又は負傷について高齢者の医療の確保に関する法律その他の法令の規定に

より医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定

によって対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額（以

下「助成金」という｡)を対象者に支給して行うものとする。  

(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額  

(2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額  

(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場

合は、その額に相当する額  

（届出）  

第４条  対象者は、住所を変更したときその他規則で定める理由が生じたとき

は、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。  

（譲渡又は担保の禁止）  

第５条  この条例による助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供し

てはならない。  

（助成金の返還）  

第６条  偽りその他不正の手段によってこの条例による助成金の支給を受けた者

があるときは、市長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができ

る。  

（損害賠償との調整）  

第７条  市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価

額の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給

した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。  
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（委任）  

第８条  この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。  

   附  則  

 この条例は、平成２８年１月１日から施行し、同日以降に受けた医療に係る医

療費について適用する。  
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議案第  99 号  

 

生駒市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定  

について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２７年１２月７日            

生駒市長  小  紫  雅  史    

 

生駒市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例  

生駒市病院事業の設置等に関する条例（平成２１年６月生駒市条例第２３号）

の一部を次のように改正する。  

第３条第３項中第１２号を第１４号とし、第１１号を第１２号とし、同号の次

に次の１号を加える。  

(13) 救急科  

第３条第３項中第１０号を第１１号とし、第７号から第９号までを１号ずつ繰

り下げ、第６号の次に次の１号を加える。  

(7) 形成外科  

附  則  

 この条例は、平成２８年１月１日から施行する。  
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議案第  100 号  

 

第５次生駒市総合計画後期基本計画を変更することについて  

 

別冊のとおり第５次生駒市総合計画後期基本計画を変更することにつき、生駒

市の市行政に係る重要な計画の議決等に関する条例（平成２５年６月生駒市条例

第２２号）第３条の規定により、議会の議決を求める。  

 

平成２７年１２月７日提出          

 

生駒市長  小  紫  雅  史  
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議案第  101 号  

 

北田原南北線道路整備工事（第１工区）請負変更契約の締結につい  

て  

 

北田原南北線道路整備工事（第１工区）について、下記のとおり請負変更契約

を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例（昭和３９年４月生駒市条例第２号）第２条の規定により、議会の議決を求め

る。  

記  

１  契 約 の 目 的  北田原南北線道路整備工事（第１工区）  

２  契 約 の 方 法  事後審査型条件付一般競争入札  

３  契 約 金 額   

( 1)  変更前    ５８２，３９５，１６０円  

(2)  変更後    ６６２，３５０，８００円  

４  契約の相手方   奈良市中山町西４丁目５６１番地の２  

          大林道路株式会社奈良営業所  

          所長  山  川   亮   

５  工       期     

( 1)  変更前   契約の日から平成２８年１月２９日まで  

(2)  変更後   契約の日から平成２８年３月２８日まで  

 

平成２７年１２月７日提出                  

生駒市長  小  紫  雅  史  
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議案第  102 号  

 

生駒市生涯学習施設の指定管理者の指定について  

 

下記のとおり地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の

規定による指定管理者の指定を行うことについて、同項の規定により、議会の議

決を求める。  

記  

１  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称  

たけまるホール、鹿ノ台ふれあいホール、生駒市図書会館、南コミュニティ

センターせせらぎ、北コミュニティセンターＩＳＴＡはばたき及び芸術会館

美
み

楽来
ら く

 

２  指定管理者となる団体の名称及び主たる事務所の所在地  

よしもと・南海共同事業体  

構成団体（代表）  株式会社よしもとデベロップメンツ  

大阪市中央区難波千日前１１番６号  

構成団体      南海ビルサービス株式会社  

         大阪市中央区難波５丁目１番６０号  

構成団体      株式会社トラッシュ  

         大阪市中央区難波千日前１１番６号  

３  指定の期間  

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで  

 

平成２７年１２月７日提出          

生駒市長  小  紫  雅  史  
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議案第  103 号  

 

生駒市生涯学習施設の指定管理者の指定について  

 

下記のとおり地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の

規定による指定管理者の指定を行うことについて、同項の規定により、議会の議

決を求める。  

記  

１  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称  

やまびこホール  

２  指定管理者となる団体の名称及び主たる事務所の所在地  

やまびこホール管理組合  

生駒市藤尾町３００番地  

３  指定の期間  

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで  

 

平成２７年１２月７日提出                          

生駒市長  小  紫  雅  史  
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議案第  104 号  

 

   生駒市福祉センターの指定管理者の指定について  

 

下記のとおり地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の

規定による指定管理者の指定を行うことついて、同項の規定により、議会の議

決を求める。  

記  

１  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称  

  生駒市福祉センター  

２  指定管理者となる団体の名称及び主たる事務所の所在地  

  社会福祉法人  生駒市社会福祉協議会  

  生駒市元町１丁目６番１２号  

３  指定の期間  

  平成２８年４月１日から平成３８年３月３１日まで  

 

平成２７年１２月７日提出          

生駒市長  小  紫  雅  史  
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議案第  105 号 

 

生駒市老人デイサービスセンターの指定管理者の指定について  

 

下記のとおり地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の

規定による指定管理者の指定を行うことについて、同項の規定により、議会の議

決を求める。 

記  

１  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

生駒市デイサービスセンター幸楽 

２  指定管理者となる団体の名称及び主たる事務所の所在地 

社会福祉法人  生駒市社会福祉協議会 

生駒市元町１丁目６番１２号 

３  指定の期間 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで   

 

平成２７年１２月７日提出                  

生駒市長  小  紫  雅  史  

 

 

 

 

 

- 84 -



議案第  106 号 

生駒市老人デイサービスセンターの指定管理者の指定について  

下記のとおり地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の

規定による指定管理者の指定を行うことについて、同項の規定により、議会の議

決を求める。 

記  

１  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

生駒市デイサービスセンター寿楽 

２  指定管理者となる団体の名称及び主たる事務所の所在地 

社会福祉法人  宝山寺福祉事業団 

生駒市元町２丁目１４番８号 

３  指定の期間 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで  

平成２７年１２月７日提出

生駒市長  小  紫  雅  史  

- 85 -



議案第  107 号 

ＲＡＫＵ－ＲＡＫＵはうすの指定管理者の指定について 

下記のとおり地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の

規定による指定管理者の指定を行うことについて、同項の規定により、議会の議

決を求める。 

記  

１  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

ＲＡＫＵ－ＲＡＫＵはうす  

２  指定管理者となる団体の名称及び主たる事務所の所在地 

近鉄ビルサービス株式会社  

大阪市中央区難波２丁目２番３号 

３  指定の期間 

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで  

平成２７年１２月７日提出

生駒市長  小  紫  雅  史  
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議案第  108 号

生駒市自転車駐車場の指定管理者の指定について

下記のとおり地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の

規定による指定管理者の指定を行うことについて、同項の規定により、議会の

議決を求める。

記

１  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

  生駒駅前自転車駐車場、生駒駅前第２自転車駐車場及び生駒駅南自転車駐

車場

２  指定管理者となる団体の名称及び主たる事務所の所在地

  公益社団法人  生駒市シルバー人材センター

  生駒市北田原町２４７６番８

３  指定の期間

  平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで

平成２７年１２月７日提出

生駒市長  小  紫  雅  史
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議案第  109 号

生駒市自動車駐車場の指定管理者の指定について

下記のとおり地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の

規定による指定管理者の指定を行うことについて、同項の規定により、議会の

議決を求める。

記

１  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

  生駒駅南自動車駐車場、ベルテラスいこま自動車駐車場及び生駒駅北地下

自動車駐車場

２  指定管理者となる団体の名称及び主たる事務所の所在地

  近鉄ビルサービス株式会社

  大阪市中央区難波２丁目２番３号

３  指定の期間

平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで

平成２７年１２月７日提出

生駒市長  小  紫  雅  史
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議案第  110 号  

生駒市教育委員会委員の任命について  

生駒市教育委員会の委員に下記の者を任命したいから、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、

議会の同意を求める。  

記  

住   所   生駒市●●●●●●●●●●●●● 

氏   名   上  田  信  行  

生年月日   昭和●●年●月●日 

住   所   生駒市●●●●●●●● 

氏   名   寺  田  詩  子  

生年月日   昭和●●年●月●●日

住   所   生駒市●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●● 

氏   名   神  澤   創  

生年月日   昭和●●年●●月●●日

住   所   生駒市●●●●●●●●●●● 

氏   名   浦  林  直  子  

生年月日   昭和●●年●月●●日
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住   所   生駒市●●●●●●●●● 

氏   名   坪  井  美  佐  

生年月日   昭和●●年●●月●●日

住   所   生駒市●●●●●●●●● 

氏   名   レイノルズ  あい  

生年月日   昭和●●年●●月●●日

平成２７年１２月７日提出  

生駒市長  小  紫  雅  史  
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議案第 111 号 

生駒市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

生駒市固定資産評価審査委員会の委員に下記の者を選任したいから、地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求

める。 

記 

住  所  生駒市●●●●●●●●●● 

氏  名  井 上 重 人 

生年月日  昭和●●年●●月●●日 

住  所  奈良市●●●●●●●●●●●●● 

氏  名  脇 田 祥 尚 

生年月日  昭和●●年●月●●日 

住  所  奈良市●●●●●●●●●●●●●●●●● 

氏  名  中 西 伸 之 

生年月日  昭和●●年●月●●日 

平成２７年１２月７日提出

生駒市長 小 紫 雅 史 
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